




岩倉市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポス

ターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例

岩倉市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの

作成の公営に関する条例（ 平成６年岩倉市条例第２２号） の一部を次のよ

うに改正する。

第７条中「 ３１６ ， ２５０円」 を「 ２０ ９， ８ ７ ０円」 に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。




